
令和７年度 袋井市広島平和記念式典中学生派遣支援業務 仕様書 

 

この仕様書は、袋井市(以下、委託者という)が実施する「令和７年度 袋井市広島平和

記念式典中学生派遣支援業務」を本市との契約者(以下、受託者という)へ委託するにあた

り、その仕様等に関し必要な事項を定めるものである。 

 

１ 委託業務名 

  令和７年度 袋井市広島平和記念式典中学生派遣支援業務 

 

２ 業務目的 

  本業務は、袋井市広島平和記念式典中学生派遣事業に基づき、令和７年８月６日に広

島市で開催される広島平和記念式典に中学生を派遣するために、必要な宿泊施設及び負

担の少ない効率的な交通機関等の手配、中学生の効果的な平和学習を支援することを目

的とする。 

 

３ 業務内容 

（１）派遣概要 

ア 派遣予定期間 令和７年８月５日（火）～６日（水） 

イ 派遣先 広島県広島市（平和記念公園、平和記念資料館、原爆ドームなど） 

   ※参考資料「令和６年度 行程表」を参考 

ウ 派遣人数  14 人（中学生 10 人、随行４人） 

《参考》中学生派遣の流れ  

申 込 期 間   令和７年５月 19 日（月）～６月６日（金） 

     審 査 方 法   評価基準を設定し、他課職員の協力を得て選考する。  

＜選考内容＞   ・応募理由  ・広島で学びたいこと  

・平和学習で学んだことをどのように伝えたいか。 

審 査 日   令和７年６月 20 日（金） 

決 定 日   令和７年６月 24 日（火） 

結果発表日   令和７年６月 26 日（木） 



（２）旅行行程表及び業務計画書の作成 

本業務を実施するにあたり、専門的な見地から助言を行い、詳細かつ安全で、無理

のない旅行行程表を作成するとともに、作業スケジュール及び必要な情報の収集・整

理等、業務を円滑に遂行するため、業務計画書を作成すること。 

（３） 宿泊施設の手配（留意事項） 

ア 宿泊施設は、２日目の広島平和記念式典会場へ路面電車や市営バスにて移動可能な 

広島市内を基本とする。 

イ 部屋割りについては、中学生は２人部屋とし、それぞれ男女別の部屋とする。それ

以外の随行者は、シングルルームとすること。なお、生徒が男女各１人となる場合も

あることから、シングルルームの予備部屋も準備すること。 

ウ 参加者全員が、同じ宿泊施設となるよう調整すること。 

エ 安全・衛生・環境が配慮され、良好であること。 

オ 類似した派遣業務の受け入れ実績がある宿泊施設であること。 

カ 宿泊施設については、提案時において確実に確保できることとする。 

（４） 交通機関等の手配（留意事項） 

ア １日目の袋井駅へは参加者が各自にて集合とする。 

イ 広島への往復交通手段は、新幹線（指定席）を利用する。 

   なお、出発及び帰着時間は以下のとおりとする。 

 【出発時間（袋井駅―広島駅）】８：３０～９：００ 

   【帰着時間（広島駅―袋井駅）】１７：００～１７：３０ 

ウ 広島市内での移動手段は、路面電車もしくは市営バスとする。 

エ その他の移動手段の場合は、最も短時間で安価かつ効率的な交通手段をとること。 

オ チケット等については、団体切符及びクーポン券等とする（JR 券については、団体

乗車券を利用するものとする。）。 

（５） 食事等の手配（留意事項） 

ア １日目は昼食、夕食、２日目は朝食を手配するものとする。 

イ １日目の昼食は「広島風お好み焼き」とし、飲料を含むこと。 



ウ １日目の夕食は、広島平和記念公園周辺で食事場所を確保すること。 

エ ２日目の朝食は、軽食とし、行程上６時 30 分～７時の間には広島平和記念公園に到

着可能な時間までにとれるものとする。 

オ ２日目の昼食は、広島駅内にて参加者各自で調達することとする。 

カ 食事は、アレルギー等に対応可能な店舗とすること。 

キ 食事会場は、全員が一同に会することができる場所でかつ、行程上支障がない場所

とすること。 

（６） その他 

ア 旅行保険には、中学生 10 人が加入する。それ以外の者は、公務災害として対応する。 

イ 加入する旅行保険については、死亡・後遺障害保険金額 1,292 万円以上、入院保険

金額は日額 8,000 円以上、通院保険金日額は 5,000 円以上の補償とし、中学生の疾病

等による親族の現地派遣費用なども補償の対象とし、手術保険金の支払にも対応した

ものとすること。 

ウ 各種施設への減免申請は委託者が行う。 

エ 派遣の行程に係る宿泊費、交通費、食事代等の支払については受託者が行う。 

ただし、一部費用は参加者負担とするため、その支払い方法については別途協議す

るものとする。 

オ 緊急連絡用の携帯電話を１台確保し、その手続、支払については受託者が行う。 

なお、携帯電話については、事前に保護者へ電話番号を連絡するため、あらかじめ

委託者の指定した日までに携帯番号書面もしくはメールにて通知するものとする。 

カ キャンセル料が発生する期日や金額の割合等については、企画書内に明記するもし

くは別途提出すること。 

キ １名の添乗員を随行させ、 「３ 業務内容」の詳細を含む随行者用及び中学生用のし

おりを作成するものとする。 

 

４ 業務委託期間 

  契約締結日から令和７年８月 30 日まで 



５ 打合せ協議 

  本業務を行うにあたり、委託者との打合せ協議を適時行うものとする。また、本業務

の実施にあたり、本仕様書に定めのない事項等に疑義が生じた場合は、委託者と協議し

作業が円滑に進むよう努めるものとする。 

 

６ 契約締結後に必要な提出資料 

  委託者が参加する中学生及び保護者への事前説明会や当日までに準備するものとして、

以下のものを委託者に提出するものとする。なお、提出方法（紙 or データ提供）及び部

数、期限については、委託者と協議しその指示に従うものとする。 

（１）随行者用及び中学生用のしおり 

しおりには、以下の内容を盛り込むものとする。 

ア 行程表 

イ 広島平和記念資料館及び広島平和記念公園、広島市内の観光等に関する資料  

ウ 広島駅構内、広島駅周辺等の資料 

エ 新幹線の座席表の資料 

オ 広島市内の移動に係る路線図等の資料 

カ 食事場所に関する資料 

（２）その他、広島派遣にあたり必要な資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和６年度袋井市広島平和記念式典中学生派遣業務 行程表 

 

参考資料 


